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所得税の申告と納税は3月15日　　　まで

平成１４年度　住民税申告日程表

税　務

家屋を解体したら

　家屋を取り壊した時は「家屋滅失

届」が必要になります。これは，固

定資産課税台帳から，登録された家

屋を抹消するためです。平成１３年

１２月３１日までに家屋を取り壊し

た方は，役場税務課まで届けてくだ

さい。（印鑑を持参ください。）

　なお「家屋滅失届」の用紙は役場

税務課にあります。
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受
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。
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収
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収
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収
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。
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あ
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受付時間：午前９時から１１時３０分

　　　　　午後１時から　３時３０分

　これまで住民税申告時や「広報つるだ」等でお知らせしてきましたとおり，記載が困難な高齢者

や作付規模の小さい農家の方の申告のための目安として作成されていた「水稲所得標準」は，他の

農作物（販売を目的とした野菜，畜産等）と同様に平成１５年産分を目途に廃止され、実際の収入

金額から必要経費を差し引く「収支計算による申告」をしていただくことになりますので，今の時

期から収入金額の証明書等や必要経費の領収書等を整理・記録保存しておかれるようお願いします。

水稲所得（農業所得）の計算方式 平成１５年産から収支計算に変わります！

４月１日現在の所有者に課税されます！
軽自動車等の移転・抹消登録は確実に！

◇購入したとき

　他人名義の自動車を買ったときには、自分の名前に名

　義を変えましょう。

◇下取りなどのとき

　自動車を下取りに出したり、譲渡したり、解体したり

　したときは，必ず移転または抹消登録をしましょう。

◇廃車のとき

　自動車が使用不能になったときは、１日も早く抹消登

　録をしましょう。

◇引越しのとき

　住所が変わったときは，住所の変更登録をしましょう。

このコーナーに関する問い合せは役場税務課まで。

　５９－３１１１（内線１３０，１３１，１３２）


